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要旨

ペット動物の逸走や遺棄などによる新たな外

来種問題の発生を予防するために，飼育者や一般

への普及啓発の一環として，学校教育や社会教育

の重要性が指摘されている．今回，世界の生物多

様性ホットスポットの一つとして，世界自然遺産

に登録された奄美沖縄を対象に，学校飼育動物や

教育の実状について、2021 年４月１日から2021

年６月14日の２ヶ月半の間にアンケートを実施

し，94校（回答率81.7%）の回答をもとに報告書

を作成し，関係機関に配布した．本稿では，その

概要を解説した．学校飼育動物を飼育している学

校は54校（回答校の57.4 %）あり，世界自然遺

産登録地の「緩衝地帯」内に3校，「緩衝地帯」

の隣接地に23校があった．飼育動物には，環境

省「生態系被害防止外来種リスト」掲載のカイウ

サギ，ヤギ，アカミミガメ（ミドリガメ），グッ

ピーなどが含まれていた．人獣共通感染症や飼育

動物の逸走による外来種問題についての認知度

は高かったが，獣医師との連携協力は少なく，学

校教育の中で学校飼育動物を通じた外来種問題

や自然環境保全についての学習も少なかった．新

たな外来種問題を発生させないために、一般への

普及啓発とともに，学校教育において学習機会を

増やす必要があると考える．

１ はじめに

生物多様性保全の重要性が広く認知されるき

っかけは，1992年ブラジルの「地球サミット」

における「生物多様性条約」採択による．その

後の2010年に，名古屋市で開催された第10回

締約国会議において採択された「愛知目標」で

は、20の目標の一つとして外来種対策への取り

組みが求められている．

わが国では，1990年ごろから研究者を中心に

外来種問題への関心が高まり，また、環境省の

「外来生物法（特定外来生物による生態系等に

係る被害の防止に関する法律）」が2005年に施

行された（2014年一部改正）。さらに2015年に

は「生態系被害防止外来種リスト」と「外来種

被害防止行動計画」（環境省2015）が公表さ

れ，関心が高まり、対策の実施も広がりつつあ

る．しかし，外来種問題の解決に向けた一般の

理解や実践を促進するためには，さらなる取り

組みが必要な状況である．とくに普及啓発活動

では，学校教育や社会教育の重要性が指摘され

ている（環境省2021a）．

重要な自然生態系を有する地域や島嶼におい

ては、外来種が在来種や自然生態系に及ぼす影

響がとくに大きく、外来種対策や住民への普及

啓発も行われているが，定着や分布拡大する外

来種は増加しており、さらなる対策と普及啓発

が必要な状況である．

琉球列島は，ユーラシア大陸の大陸島として

古く成立し，断続的な大陸との結合分離によっ

て，特異な固有生物としてアマミノクロウサギ

Pentalagus furnessi，ケナガネズミ

Diplothrix legata，トゲネズミTokudaia属，

ヤンバルクイナHypotaenidia okinawae，イリ

オモテヤマネコPrionailurus bengalensis 

iriomotensisなどが生息しており，独特な自然

生態系が形成されている地域である．この中

で，「奄美大島，徳之島，沖縄島北部および西表

島」の4島が，世界の生物多様性ホットスポッ

トの一つとして高く評価され，2021年7月にわ

が国では4番目となる世界自然遺産に登録され
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た(UNESCO2021)（図１）．今後，「世界の遺産」

として登録地の保全や管理の充実が強く求めら

れており，とくに外来種の対策の一層の推進や

新たな外来種を発生させない対策が求められて

いる．

私たちのグループ（島嶼生物多様性保全ネッ

トワーク．メンバーは生態学者，法学者，獣医

師，自然保護者，動物愛護者など）は，琉球列

島の，とくにペット由来の外来種問題の対策や

普及啓発に取り組んできており，住民などのペ

ット飼育実態や意識を明らかにして，今後の対

策や普及啓発が必要と考えている．今回、その

一環として，学校飼育動物や学校における外来

種問題の意識について、実態把握のためのアン

ケート調査を行い、結果を報告書としてまと

め，関係機関へ配付することを通じて普及啓発

などに取り組んでいる（山田ほか2021）．

本稿では，その活動の概要を紹介し，本地域

における学校飼育動物の今後のあり方について

述べてみたい．

２ 調査のきっかけ

世界自然遺産推薦候補地（当時）で，かつ国

立公園特別保護地区の沖縄島北部（通称，やん

ばる地域）において，登録前年の2020年１月に

カイウサギ（イエウサギとも呼ばれる）

Oryctolagus cuniculusの複数個体が捨てられ

発見される事件が起こった（沖縄テレビ2020；

山田2020）．もし，発見されずに定着し繁殖す

れば，野外からの捕獲排除は極めて困難とな

る．また，カイウサギが感染症個体であれば，

在来野生動物への感染影響が起きる可能性もあ

る．幸い発見され捕獲排除できたが，他の地域

でも遺棄事例があるという情報もある．なぜ，

ペットのカイウサギを捨てるのか？しかも，こ

のような重要生態系地域に捨てるのか？まこと

に不思議としか言いようがない．

このようなペットの遺棄は他でも多く，西表

島の学校では，増えすぎたカイウサギ問題や逸

走問題がこれまでにもあったという．さらに

は，ペットのイエネコFelis catusやイヌ，ニ

ワトリ，カメ，ヘビ，トカゲなども自然下で発

見される事態になっている．このため，自然生

態系からの捕獲排除対策がいくつかの外来種

［例えば，フイリマングースUrva 

auropunctata（シノニムHerpestes 

auropunctatus），イエネコ，イヌ，オオヒキガ

エルRhinella marina，シロアゴガエル

Polypedates leucomystaxなど）に対して実施

されている（環境省2021b）．

最も重要な外来種対策は，自然分布域外への

導入阻止や侵入防止という「予防的措置」であ

り（IUCN2000；日本生態学会2002）、最も安価

で効果的で最優先の対策として推奨されてい

る．環境省のガイドラインでも「入れない，捨

てない，拡げない」の外来種被害予防三原則が

推奨されている（環境省2015）．しかし，世界

自然遺産4島の人口はそれなりにあり，とくに

沖縄島は中南部に100万人以上の人口を擁する

（表１）．近年のペットブーム，とくに若年層で

はエキゾチックペット（外国産の野生動物）の

人気が高く，ペットの飼育実態や逸出・遺棄の

実態把握を行い，必要な措置や普及啓発を早急

に行う必要があると考えられる．若年層に対し

ては，学校教育を通じても，この問題に対する

理解や協力を促進することが必要である．この

ため，まずは学校飼育動物の実態や教育の実態

を明らかにすることを目的として，実態把握や

意識のアンケート調査を行った．

図１ 世界自然遺産に登録された奄美大島，徳之島，沖縄

島北部および西表島の位置．
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表１ 世界自然遺産に登録された奄美大島，徳之島，沖縄

島北部および西表島の面積，登録地面積，人口および

人口密度．

３ アンケート調査の実施

アンケートの対象地域は，世界自然遺産登録

地の「奄美大島，徳之島，沖縄島北部および西

表島」で，行政単位としては，奄美大島5市町

村（奄美市，龍郷町，大和村，宇検村および瀬

戸内町），徳之島3町（天城町，徳之島町および

伊仙町），沖縄島北部3村（国頭村，大宜味村お

よび東村），および西表島1町（竹富町）とし

た．対象校は，これらの市町村に存在する幼稚

園，小学校，中学校および小中学校の合計115

校とした．なお，本稿ではこれらの教育施設を

総称として「学校」とする．

アンケートの質問事項としては全体で30問程

度を設定した．事前に各教育委員会に依頼文書

をメールと郵便で発送し，各教育委員会から各

学校に配布してもらうか，私たちのメンバーが

直接各学校に配布説明し，回答は各学校からオ

ンライン（Googleフォーム）あるいは郵送で得

た．アンケート実施期間は，2021年４月１日か

ら2021年６月14日の２ヶ月半ほどとした．

なお，飼育施設や教育現場の実態調査や指導

相談は、可能な範囲で行いつつあるが，網羅的

には行っていない．

４ 回答から明らかになった主なこと

(1) 飼育学校数と動物の種類

アンケート配布校（115校）のうち，回答校

は94校（回答率81.7%）で，学校飼育動物を飼

育している学校は54校（回答校の57.4 %）で

あった．

このうち，世界自然遺産登録地の「緩衝地

帯」内に３校，「緩衝地帯」の隣接地に23校，

その他の28校は「周辺管理地域」に存在するこ

とが明らかになった．また，飼育動物として，

環境省「我が国の生態系等に被害を及ぼすおそ

れのある外来種リスト（生態系被害防止外来種

リスト）」の「緊急対策外来種」であるアカミミ

ガメ（ミドリガメ）Trachemys scriptaと同リ

ストの「重点対策外来種」であるカイウサギや

ノヤギ（野生化したヤギ）Capra hircus，「その

他の総合対策外来種」であるグッピーPoecilia 

reticulataが飼育されていることが明らかにな

った．また，メダカが多く飼育されていたが，

特定外来生物のカダヤシGambusia affinisの可

能性もあり，今後詳細に確認する必要があると

考えている．

（2) 飼育中の問題

飼育中の問題としては，「動物のケガ，病気，

死亡」の回答が最多で，次いで「動物の増えす

ぎ」，「動物の逸走」の順に多かった．

逸走した飼育動物が外来種化することについ

ての認知度は高く（回答校の81.8%），「知らな

い」との回答の割合は低かった（8.5%）．この認

知度は4島ともほぼ同じであった． 逸走対策と

しては，「防止対策の徹底」や「逸走しやすい動

物は飼育しない」の回答が多かったが，「飼育動

物の不妊化」は少なかった．

(3) 獣医師会による支援事業

獣医師会の実施する「学校動物飼育支援事

業」についての認知や利用している学校は奄美

大島のわずか１校（1.4%）だけで、．学校動物飼

育支援事業を知らない学校が最も多かった

（64.9%）が，この事業を知らない学校からは獣

医師会の支援事業への希望が多くあった．

飼育中の問題として最多の回答は「飼育動物

のケガ，病気，死亡」であり，カイウサギを飼

育している学校で多かった．ケガや病気の時に

は獣医師に治療を受けている場合もあり，飼育

動物の中では世話のむつかしい動物と受け止め

られているようである．ニワトリは鳥インフル
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エンザのリスクがあるため，死亡の場合には児

童ではなく職員や関係機関が対応する体制がと

られていた．

獣医師会支援事業に求める内容は，定期的な

診断，適正飼育に関する指導，人獣共通感染症

などについての講習，飼育動物に関する相談，

授業への協力であった．

そもそも人口の少ない離島である今回の対象

地域においては，獣医師や動物病院が少ないた

めに，獣医師会の「学校動物飼育支援事業」の

実施は，これまで不十分であったといえる．

(4) 学校飼育動物の目的と授業教材動物

文部科学省による学習指導要領には、生活科や

理科の授業で生物を取り扱う内容や動物飼育の

重要性が記述されている（例えば，日本初等理

科教育研究会2000）．

今回のアンケートにおいて，学校飼育の目的と

して回答が最も多かったのは「生命尊重」や

「命の教育」（63.6％）であった．次に多くの回

答があったのは「情操教育」や「道徳教育」

(52.0％)であった．一方，科学・環境教育とし

ての授業とした回答は少なかった（18.2%）．

授業で用いる生物の種類としては，メダカが

最も多く，次いで昆虫類やチョウであった．学

校飼育動物のカイウサギ，ニワトリ，カエル，

カメなどの使用はわずかであった．

一方，地域ごとの生物多様性保全や外来種問

題についての教材づくりや教育の取り組みが行

われている事例（例えば，環境省やんばる野生

生物保護センターほか2017）がある．学校飼育

動物と連携させ，日々の飼育活動などを通じて

も，環境教育への学習が深められれば効果的と

考えられる．

(5) 人獣共通感染症

動物飼育における注意事項の一つとして人獣

共通感染症問題がある．人獣共通感染症は人間

と他の脊椎動物の両方に感染，または寄生する

病原体により生じる感染症をさし，動物由来感

染症ともよばれる．病原体には，サイズの大小

順に並べると，寄生虫，原虫，真菌，細菌，ク

ラミジア／リケッチア，ウィルス，タンパク質

がある．宿主としては，野生動物や家畜動物が

あり，前者には野生の哺乳類，鳥類（渡り鳥

も），両生・爬虫類，魚介類などがあり，外来生

物も含まれる．また，後者には家畜動物（ウ

シ，ウマ，ヒツジ，ヤギなど），ペット動物（イ

ヌ，ネコ，カイウサギなどや、海外産のエキゾ

チックアニマルも含め），実験動物などがいる．

人獣共通感染症は，世界で200種類以上存在

し，増加傾向にあるとされる．わが国でも100

種類近くが認められており，その半数以上が公

衆衛生上で注意すべきとされている（神山

2004;厚生労働省2020; 国立感染症研究所2020

など）．

寄生生物や人獣共通感染症の寄生や感染リス

クは，動物との距離が近く，直接接触する機会

が多く，また媒介動物との接触の多いほど高く

なる．また，人間側も免疫機能が低下している

場合に，感染や発症リスクが高くなる．このた

め、寄生生物や感染症の理解，情報収集および

衛生管理を行い，野生動物と人間活動との距離

を保ち，外来動物の対策や管理，家畜動物では

適正飼養を図ることなどが求められる．

今回のアンケート調査において，人獣共通感

染症について「よく知っている」との回答の割

合は低い（9.9%）が，「聞いたことはある」と合

わせると80%以上に達した．感染リスクの軽減

対策については，「リスクのある動物は飼育しな

い」や「衛生的な飼育管理」が多かったが，「特

に何もしていない」も多かった．

飼育の問題点として，「動物からの感染症の心

配」や「動物アレルギーの心配」も多かった．

なお，飼育をしていない理由として，感染症な

どの動物の病気の心配が最も多く挙げられてい

た．今回の報告書において，対象地域で飼育さ

れている学校飼育動物（カイウサギ，モルモッ

ト，ヤギ，家禽類，アヒル，カモ，カメ）や代

表的なペット（イヌ，イエネコ，ハト），そして

食用の魚類やカニ類の人獣共通感染症や野生動

物への感染症の主な事例（可能性も含め）のリ
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ストを参考のために掲載した（表２はその一

部）．

上述した，獣医師会の「学校動物飼育支援事

業」との連携が深められれば，感染症対策に対

しても適切な対処ができると考えられる．

５ 学校飼育動物研究会第23回全国大会に参加

して

私どものアンケート調査の準備や報告書取り

まとめの中で，学校飼育動物研究会の存在を知

り，第23回全国大会（2021年9月12日オンラ

イン開催）に参加する機会を得た（全国学校飼

育動物研究会2021）．発表内容は，東京都内や

近郊における小学校の学習指導要領にある学習

教科と活動実践例，小学校の新型コロナ流行の

影響実態調査，および学校動物飼育の望ましい

あり方の３題であった．いずれも，私どもの行

ったアンケート調査の内容に関係しており，お

おいに参考になった．

内容は，全体的には、私どものアンケートの

回答結果とおおよそ類似した傾向と思われた．

しかし，大きく異なるのは，奄美沖縄の４島で

は獣医師（動物病院）が極めて少ないために，

学校飼育動物への支援協力がほとんど得られ

ず，また学校側の獣医師会による支援事業につ

いての認知もほとんどないことで，動物飼育の

上で問題だと強く感じた．

世界遺産の島嶼における獣医師会の支援の不

足は，学校飼育動物の望ましいあり方について

講演された獣医師の桑原保光氏の提案内容から

も明確であった（桑原2021）．提案では，従来

の飼育は「活動あって学びなし」として，今後

は飼い主の責任として「改正動物愛護管理法

（環境省2020）の遵守」，「少ない動物を身近に

おいて，丁寧に最後まで飼う」，「正しく動物愛

護や命の教育を実現する」をめざすべきとし，

具体的には，個別室内飼育（繁殖抑制や健康管

理，温度や湿度管理，トイレ消臭チップによる

衛生管理），動物の生物学教育，食育教育などの

実践例が紹介された．

このような学校飼育動物を用いた教育を通じ

て，ペットの適正飼養や適切な付き合い方を，

幼稚園や小学生時代から，子どもたちが身につ

け，また大人も身につけることが重要と思われ

た．今日わが国で起きている外来種問題などへ

の解決にも寄与すると共感を覚えた．とくに今

回の対象地域では早急に取り入れるべきと思っ

た．

６ アンケート調査などから得られた結論と提

言

今回のアンケート調査結果から，動物飼育を

行なっている学校が世界自然遺産登録地内や隣

接地にもあり，環境省「生態系被害防止外来種

リスト」の「緊急対策外来種」，「重点対策外来

種」および「その他の総合対策外来種」の飼育

が行なわれていること，また飼育の問題点や課

題も明らかになった．このため，下記のとおり

提言をまとめた．

(1) 学校における飼育動物に対して，獣医師会

による飼育支援や協力体制の見直しや強化が必

要である．

(2) 学校における飼育の目的に，外来種問題の

観点がないため，今後充実が必要である．とく

に，世界自然遺産登録地の島嶼においては，在

来生物や自然生態系の理解や保全に関連して，

飼育動物の位置づけ，飼育動物の逸走・遺棄に

よる野外での定着，野生化および外来種問題化

についての普及啓発が必要である．

(3) 飼育動物の増えすぎを防ぐための繁殖抑

制，ヒトや野生動物への感染症問題についての

理解と予防対策を充実させる必要がある．

７ 報告書作成と普及啓発活動

以上の結果や提言をまとめた報告書を250部

印刷し，アンケート配布校115校，教育委員

会，行政，地元高校，大学，環境省（沖縄奄美

事務所，本省），獣医師会などに対して配布し

た．配布にあたっては，可能な限り手渡し対面

で，報告書の説明と外来生物問題に関する資料
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（環境省2021b）を用いて普及啓発と情報交換

を行なった．あわせて，オンライン配信も行な

った．

このような普及啓発活動によって，効果的な

対策の取られた事例がある．従来方式でカイウ

サギを飼育し、繁殖抑制ができずに逸出も起こ

した学校において，「学校飼育動物の望ましいあ

り方」の提言にならって個別室内飼育方式に改

善した結果，児童もまた先生方も適正飼養の意

味の理解ができ良い成果が得られたという．今

後，このような改善の事例が，他の多くの学校

にも広がることを期待したい．

８ おわりに

今後，本地域における学校飼育動物の適正飼

養への改善や環境教育への活用に向けて，関係

機関などによるフォローアップが必要と考え

る．今回は，学校飼育動物に注目して，飼養実

態を把握し普及啓発活動を行なったが，今後は

個人のペット飼養について，住民や動物病院，

さらにはペットショップの飼養・販売実態に関

する情報の把握や普及啓発活動が必要と考え

る．

このような活動によって，本地域におけるペ

ット由来外来種の予防的措置が図られ，リスク

管理や効果的対策の構築が必要と考える．

９ 謝辞

「動物飼育と教育」誌への寄稿の機会を与え

ていただきました学校飼育動物研究会会長の鳩

貝太郎氏にお礼申し上げます．また，私どもの

アンケート調査の実施に当たり，助成をいただ

いた公益財団法人自然保護助成基金に厚くお礼
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3東京女子大学，4神奈川大学，5社団法人奄美猫

部，6NPO法人奄美野鳥の会，7奄美ネコ問題ネッ
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図２ 奄美大島，徳之島，沖縄島北部および西表島における学校飼育動物の飼育状況．島嶼中央部（緑色）

は世界遺産の推薦区域，その外側（黄色）が緩衝地帯，それ以外（白色）は周辺管理地域．図中の番号

は緩衝地帯内あるいは隣接の学校を示す．

表２ 奄美沖縄地域における学校飼育動物の人獣共通感染症と野生動物への感染の主な事例（可能性も含む）

の一部
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